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相談支援事業所 小山田苑 重要事項説明書 

 

本重要事項説明書は、当事業所と指定特定相談支援に関する利用契約の締結を希望される

方に対して、社会福祉法７６条、「障害者の日常生活及び社会生活を統合的に支援するため

の法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第５条の規定に基づ

き、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明す

るものです。 

 

１．サービスを提供する事業所 

名称／所在地 社会福祉法人 青山里会／三重県四日市市山田町５５００－１ 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０５９－３２８－２１７７／０５９－３２８－２９０５ 

代表者氏名／設立 理事長 近藤 辰比古 ／ 昭和４９年６月１日 

 

 

２．事業所の名称 

事業所の名称 相談支援事業所 小山田苑 

事業所の種類 指定特定相談支援事業 （平成２８年４月１日指定） 

事業の目的 指定特定相談支援事業の提供を行う 

事業所の所在地 四日市市山田町５５００－３ 

電話番号 ０５９－３２８－２５００ 

ＦＡＸ番号 ０５９－３２８－２５２０ 

管理者 三瀬 正幸（兼務） 

事業所の運営方針 最も援助を必要とする最後の１人の尊重とノーマライゼーション理念の

もと、障害をもつ人の自立を支援します。 

事業者が行ってい

る他の業務 

施設入所支援、短期入所、生活介護、日中一時支援 

 

 

３．事業実施地域 

四日市市、朝日町、川越町、菰野町 

 

４．営業時間 

営業日 月曜日～金曜日 

年末年始（１２／３０～１／３）、祝祭日は休み 

営業時間 ８：３０～１７：００ 

サービス提供時間 ８：３０～１７：００ 
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５．職員の体制と職務内容 

〈主な職員の配置状況〉指定特定相談支援サービスを提供する職員として指定基準を遵守し、

下記の職員を配置しています。 

職種 人数 勤務形態 職務内容 

管理者 １名 常勤兼務 １ 従業者及び業務の管理、利用者の申し込みに係る

調整を一元的に行います。 

２ 従業者に、法令などの規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行います。 

相談支援専

門員 

２名 常勤専従１名・

常勤兼務１名 

【基本相談】 

 障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、

市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を

行います。 

【サービス等利用計画作成】 

 支給決定又は支給決定前に、利用者等との面接を行

い、利用者又は家族の希望や状況等を把握し、サービ

ス等利用計画案を作成します。支給決定又は変更後

に、サービス事業者等との連絡調整を行い、サービス

等利用計画を作成します。 

【モニタリング】 

 市町村が支給決定等の際に通知するモニタリング

期間ごとに、利用者が継続して障害福祉サービス等を

適切に利用できるよう、利用者、家族、サービス事業

者等との連絡を継続的に行い、サービス等の利用状況

を検証し、計画の見直しを行います。また、見直しの

結果に基づき、サービス事業者等との連絡調整や支給

決定等に係る申請の勧奨を行います。 

※当事業所は、強度行動障害の状態にある者（児）に対し、適切な障害特性の評価及び計画

を作成するため、以下の研修を修了した相談支援専門員を配置しております。 

 

研修名：令和 3 年度「強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)」 

氏名 ：平山 亜希 (職種：相談支援専門員) 

 

６．主たる対象 

身体障害者・知的障害者 

 

７．指定特定相談支援の提供方法及び内容 

 （１）サービス内容 
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①サービス等利用計画の作成 

 利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握したうえ

で、適切な保健、医療福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）

が、総合的かつ効果的に提供されているように配慮して、サービス利用計画を作成します。 

 

≪サービス等利用計画の流れ≫ 

  相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族等に面会して、利用者及び

家族が置かれている状況、利用者の希望する生活や自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援するうえで解決すべき課題等の把握を行います。 

 把握した課題等に対するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、

利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提

供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉等を記載したサービス等利用計画の

原案を作成し、利用者及び保護者に交付します。 

   

 支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容をふまえて変更を行ったサービス等利用計

画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計

画の原案の内容を説明するとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。 

 

 専門的な見地から意見を求めたサービス等利用計画の原案の内容について、担当者から利

用者及び家族に対して説明し、利用者及び家族の同意を得たうえで、サービス等利用計画を

完成し、利用者及び家族並びに福祉サービス等担当者に交付します。 

 

➁サービス等利用計画のモニタリングの実施 

計画実施の状況

の把握及び計画

の変更 

 利用者及び家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に行いつつ、

作成したサービス等利用計画の実施状況を把握し必要に応じて計画の変更、

関係者との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると認めら

れた場合には、利用者及び家族に対し、支給決定等に係る申請の推奨を行い

ます。 

入所施設等の 

紹介 

 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になった場合又は

利用者が障害者支援施設もしくは精神病院等への入所又は入院を希望する

場合は、入所施設等への紹介を行います。 

 

８．サービス利用料金 

 （１）相談サービス利用料金 

 相談支援利用料金は、厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。

なお、代理受領した利用料の額については利用者に通知します。 
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 （２）交通費 

地域 交通費負担額 

四日市市・朝日町・川越町・菰野町 ０円 

上記以外の地域 公共交通機関を使用した場合：実費相当額 

車を利用した場合     ：実費相当額 

高速道路代        ：実費相当額 

 （３）前項の費用の額に係るサービス提供にあたっては、あらかじめ、利用者及び家族に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び家族の同意を得るも

のとします。 

 

９．利用料金のお支払方法 

 ◆請求書及び支払い 

  前記（１）、（２）の料金・費用は、月度ごとのご請求となります。翌月末日までに以下

のいずれかの方法でお支払いください。 

 

【利用料金のお支払】 

  ア、窓口にて現金支払 

    イ、下記指定口座への振込み 

    百五銀行  四日市西支店  （普通）１６９９０６ 

    （名義人）社会福祉法人 青山里会 

 

１０．サービスの利用提供に関する留意事項 

 ・相談支援専門員は身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者・家族から求められた時にこ

れを提示します。 

 ・サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当する相談支援専門員が交

代する場合は、予め利用者及び家族に説明し、サービス利用上の不利益が生じないよう十

分に配慮します。相談支援専門員に関してお気づきの点やご要望がありましたら、お客様

相談窓口等にご遠慮なく相談下さい。 

 

１１．利用者の記録や情報の管理、開示について 

  本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者及び

家族の求めに応じてその内容を開示します。 

  保存期間は、指定特定相談支援サービスを提供した日から５年間です。 

 

※本事業所における記録の項目は次のとおりです。 

 （１）サービス等利用計画 

 （２）アセスメントの記録 
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 （３）サービス担当者会議等の記録 

 （４）モニタリング結果の記録 

 （５）利用者の障害の状態並びに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務付けら

れた市町村への通知事項 

 （６）利用者及び家族からの苦情の内容等の記録 

（７）事故の状況及び事故に際しての対応の記録 

閲覧・複写が出来る窓口の業務時間  ８：３０～１７：００ 

※開示に際して必要な複写料金等の諸経費は、利用者の負担になります。 

 

１２．苦情の受付について 

（１）事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

   ・苦情解決責任者： 管 理 者  三瀬 正幸 

   ・苦情受付担当者： 相談支援専門員  平山 亜希 

     受付時間：相談支援事業所小山田苑の営業日・営業時間と同じ 

     連 絡 先：０５９－３２８－２５００ 

          ※お越し頂く前に必ずご一報ください 

 

（２）第三者委員会：田中紘美（青山里会評議員）・藤井由紀子（青山里会評議員） 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

  ・四日市市 健康福祉部 障害福祉課 

     所 在 地 〒５１０－８６０１ 三重県四日市市諏訪町１－５ 

     電話番号 ０５９－３５４－８１７１ 

     受付時間 ９:００～１７：００（土日・祝日を除く） 

     ※他、援護実施者の障害福祉課担当課 

 

  ・三重県社会福祉協議会 三重県福祉サービス運営適正化委員会 

苦情解決室（苦情解決委員会） 

  所 在 地 〒５１４－８５５２ 津市桜橋２丁目１３１ 

  電話番号 ０５９－２２４－８１１１ 

  F A X ０５９－２１３－１２２２ 

  受付時間 ９：００～１７：００（土日・祝日を除く） 

 

 

 

 

 


